
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％
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店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビ
ルが多い駅前商業地域

京王八王子70 m

特にない １５ｍ市道 京王八王子駅　　　　
西方
70 m

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然と厳しい状況に
あるが、商業地は概ね横這いないし若干の下落傾向で推移している。

特段の変動はみられないものの、京王八王子駅前の繁華性の高い商業
地域であり、景気動向から若干の下落傾向にある。

個別的要因に変動はない。

京王八王子駅至近の交差点に位置する商業ビルが建ち並ぶ地域である。当該地域の南側では「東京都立多摩産業
交流センター」の建設が来年の開業に向けて進められており、今後緩やかな発展が予測される。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

近隣地域は、京王八王子駅前の中高層の店舗・事務所ビル等が建ち並ぶ繁華性の高い商業地域であり、自用及び収益目
的ともに需要が見込める地域である。採用した取引事例は、広範囲に及び格差率が大きいが、実証性があり規範性のあ
る商業地の事例である。一方、収益性は比較的安定しており、収益価格は一定の水準が求められた。従って、比準価格
を標準に、収益価格を関連づけ、さらに地価公示地等との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は市内中心部の繁華性の高い商業地域のほか、多摩地域の他の市域に位置する繁華性の高い商業地域である
。需要者の中心は投資用不動産の取得を目的とした法人のほか自用目的の事業法人である。取引件数は少なく、繁華性
、稀少性ともに高いが、新型コロナウイルス感染症の影響により、需要は減少傾向にある。中心となる価格帯は、規模
により様々であるが、１坪当たり５００万円～７００万円前後である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

八王子(都) －5 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 3

令和 3 7 1

令和 3 7 5

八王子(都)　5 － 1 東京都 多摩第７ 不動産鑑定士 山本　慎太郎

株式会社西東京不動産鑑定所

令和 3 6 19

令和 3 7 2

（その他）

八王子市明神町三丁目５４７番４
「明神町３－２０－５」

384

不整形

1：1.2 ＲＣ 6

北西15 m

市道、

南西側道

水道、

ガス、

下水

商業
(80,600)
防火

駐車場整備地区

(100,600)

80 100 0 30 中高層店舗付事務所地

18 21 400 長方形

商業
(100,600)
防火
駐車場整備地区

中高層店舗付事務所地 角地                          +5.0

1,610,000

1,260,000

／

／

令和 3 1,220,000

607,000,000 1,580,000

□ □■

1,240,000

八王子 5 13

99.7

103.0 80.1

105.0
1,570,000

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

+2.0

-3.0

-19.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
1,590,000

-0.6


